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猛
威
を
ふ
る
っ
た
集
団
赤
痢

▪
渥
美
伝
染
病
院
組
合

　

昭
和
30
年
10
月
１
日
、伝
染
病
予
防
法

に
よ
る
伝
染
病
院
の
維
持
経
営
と
、田
原
町

と
赤
羽
根
村
の
２
町
村
内
の
伝
染
病
事
務

を
共
同
し
て
処
理
す
る
た
め
、新
し
く「
渥

美
伝
染
病
院
組
合
」が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
伝
染
病
院
の
施
設
は
、
昭
和
31
年
５
月

11
日
、
当
時
の
渥
美
病
院
の
北
側
の
一
角

に
増
築
さ
れ
ま
し
た
。
病
室
数
９
室
で
、

55
人
の
収
容
が
可
能
で
し
た
。

▪
集
団
赤
痢
の
発
生

　

昭
和
32
年
２
月
１
日
、
田
原
町
の
中
部

地
区
で
集
団
赤
痢
が
発
生
。「
田
原
広
報
」

（
昭
32
・
２
・
15
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。（
原
文
の
表
記
を
一
部
改

め
ま
し
た
）

「
患
者
は
毎
日
10
名
以
上
の
発
生
状
況
で
、

町
中
央
部
の
２
千
余
戸
を
恐
怖
の
ド
ン
底

に
お
と
し
入
れ
た
の
で
し
た
。
新
設
早
々

の
渥
美
伝
染
病
院
に
は
収
容
し
き
れ
ず
、

ま
ず
２
月
５
日
臨
時
隔
離
病
舎
と
し
て
田

原
荘
（
日
帰
り
温
泉
施
設
と
し
て
、
吉
胡

町
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
）
を
使
用
し

患
者
55
名
を
収
容
で
き
る
よ
う
に
手
を
加

え
た
と
こ
ろ
、
入
り
き
れ
ず
、
さ
ら
に
翌

６
日
に
は
田
原
中
部
小
学
校
家
庭
科
室
、

図
書
館
及お
よ
び
普
通
教
室
等
を
臨
時
隔
離
病

舎
と
し
60
人
収
容
で
き
る
態
勢
を
と
と
の

え
ま
し
た
。」

　
患
者
数
は
12
日
現
在
で
１
７
６
人
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。（
最
終
は
１
８
７
人
）

　

広
報
の
「
猛
威
を
ふ
る
う
集
団
赤
痢
」

と
い
う
見
出
し
や
「
二
度
と
こ
の
惨
状
を

み
な
い
よ
う
に
…
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、

赤
痢
感
染
に
恐
れ
お
の
の
く
、
田
原
町
の

状
況
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　
赤
痢
は
、赤
痢
菌
に
よ
る
感
染
症
の
こ
と

で
、
菌
に
汚
染
さ
れ
た
食
物
や
水
な
ど
を

介
し
て
感
染
し
、症
状
は
発
熱
か
ら
、腹
痛
、

下
痢
な
ど
が
続
き
ま
す
。
当
時
は
、
健
康

保
菌
者
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
社
会
か
ら
隔
離

し
、
感
染
の
拡
大
を
防
い
で
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
中
部
地
区
の
集
団
赤
痢
が
一
段
落

し
た
２
月
25
日
に
東
部
地
区
に
も
集
団
赤

痢
が
発
生
。
田
原
町
の
こ
の
年
の
患
者
数

は
３
６
９
人
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
渥
美
郡
に
お
け
る
赤
痢
患
者
発
生
状
況

は
下
の
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
、
特
に
田
原
町

で
の
発
生
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
集
団
発

生
の
あ
っ
た
昭
和
32
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、

そ
の
後
、
同
41
年
に
田
原
町
で
集
団
発
生

が
２
件
あ
り
ま
し
た
が
、
同
43
年
か
ら
は

激
減
し
ま
し
た
。
水
道
や
、
ご
み
・
し
尿

の
衛
生
的
処
理
施
設
な
ど
の
整
備
が
進
み
、

消
毒
方
法
な
ど
の
予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
こ
と
で
、
大
き
な
成
果
を
収
め
ま
し
た
。

▪
伝
染
病
予
防
法
か
ら
感
染
症
法
へ

　

平
成
11
年
４
月
、「
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
」（
感
染
症
法
）
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
エ
イ
ズ
、
Ｏオ

ー‐

１
５
７
な
ど
の
新
し
い
感
染
症
の
出
現
や

医
学
、
医
療
の
進
歩
な
ど
に
対
応
す
る
た

め
で
、
そ
れ
ま
で
の
「
伝
染
病
予
防
法
」

は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
渥
美
郡
三

町
の
伝
染
病
院
は
、
平
成
11
年
３
月
末
で

閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
赤
痢
患
者
の
隔
離
措
置
は
廃

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
執
筆
委
員
・
石
井
志
津
子
）
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 ●渥美郡の赤痢患者発生状況（田原保健所事業概要から作成）

 ●昭和31年5月竣工の渥美伝染病院
　（田原町築出地内）
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